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１ 印鑑登録証明書交付に係る申請方法の変更 

窓口による印鑑登録証明書交付の申請について，申請者の利便性の向上を図るため，今後は，

印鑑登録を受けた本人が，官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示して申請する場

合には，印鑑登録証の提出を要しないこととするよう申請方法の変更を行います。 

○申請方法と必要書類（呉市印鑑条例）

※ マイナンバーカード，運転免許証，旅券，在留カード，障害者手帳，運転経歴証明書等

２ ＬＩＮＥ申請の開始 

  現在，呉市ＬＩＮＥ公式アカウントを活用して住民票の写しの交付申請サービスを行ってお 

り，この度，印鑑登録証明書の交付サービスを追加します。 

  本サービスは，窓口やコンビニエンスストアへ出向くことなく，マイナンバーカードを用い 

て，自宅からＬＩＮＥで各申請が行えるもので，交付された証明書は，住民登録の住所へ郵送 

されます。 

３ 運用開始日 

(1) 印鑑登録証明書交付に係る申請方法の変更

令和８年１月１日（木）

(2) ＬＩＮＥ申請の開始

令和８年１月５日（月）

申請方法 申請者区分 変更前 変更後 

窓口申請 

（第14条及び 

第17条） 

本  人 

印鑑登録証＋ 

マイナンバーカード，運

転免許証，健康保険の資

格確認書等 

印鑑登録証＋ 

マイナンバーカード，運転免許

証，健康保険の資格確認書等 

（顔写真付きの本人確認書類 ※を

提示した場合は印鑑登録証の提出

は省略可） 

代 理 人 

印鑑登録証＋ 

代理人のマイナンバーカ

ード，運転免許証，健康

保険の資格確認書等 

変更なし 

コンビニ申請 

（第16条の2） 
本  人 

マイナンバーカード，ス

マートフォン等 
変更なし 
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